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監 査 公 表 第 10号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 等 か ら 措

置 結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 14項 の 規 定 に よ り 、 次

の と お り 公 表 す る 。

令 和 ７ 年 ９ 月 ９ 日

高 知 県 監 査 委 員

７ 高 行 管 第 166 号

令 和 ７ 年 ６ 月 27 日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 知 事

令 和 ６ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 す る 措 置 に つ い て （ 通

知 ）

令 和 ７ 年 ３ 月 27 日 付 け ６ 高 監 報 第 16 号 で 報 告 の あ り ま し た 、

令 和 ６ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 し て は 、 下 記 の と お り 措 置 を 講 じ ま

し た 。

記

第 １ 監 査 委 員 の 意 見

１ 指 名 型 の 採 用 に つ い て

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 公 募 型 に よ る 募 集 が 標 準 と さ れ て い

る が 、 市 町 村 振 興 課 の 「 令 和 ５ 年 執 行 参 議 院 徳 島 県 及 び 高

知 県 選 挙 区 選 出 議 員 補 欠 選 挙 及 び 高 知 県 知 事 選 挙 啓 発 委 託

業 務 」 、 保 健 政 策 課 の 「 令 和 ５ 年 度 健 康 づ く り 推 進 キ ャ ン

ペ ー ン 実 施 委 託 業 務 」 及 び 健 康 対 策 課 の 「 令 和 ５ 年 度 が ん

検 診 受 診 率 向 上 キ ャ ン ペ ー ン 実 施 委 託 業 務 」 は 公 募 が 可 能

と 認 め ら れ る が 、 指 名 型 が 採 用 さ れ て い た 。

指 名 型 を 採 用 す る 場 合 に は 、 十 分 に 検 討 さ れ た い 。

２ 事 業 者 の 募 集 及 び 周 知 に つ い て

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 募 集 要 領 の 公 示 又 は 指 名 通 知 か ら 企

画 提 案 書 の 提 出 ま で の 期 間 は １ か 月 程 度 を 確 保 す る よ う に

努 め る こ と と さ れ て い る が 、 30 日 に 満 た な い も の が 半 数

近 く を 占 め て い た 。

多 く の 参 加 者 の も と 、 よ り 優 れ た 提 案 を 選 定 す る た め 、

そ れ ぞ れ の 業 務 に 応 じ た 適 切 な 期 間 の 設 定 に 努 め ら れ た い 。

ま た 、 公 募 し た も の の 参 加 者 が 1 者 の み で あ っ た 業 務 が

３ 割 を 超 え て い る こ と か ら 、 更 な る 周 知 に 努 め ら れ た い 。

３ 審 査 結 果 の 公 表 に つ い て

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 審 査 結 果 に つ い て 、 ホ ー ム ペ ー ジ

に 掲 載 す る な ど 積 極 的 に 公 開 す る こ と と さ れ て い る が 、

公 表 し て い な い 業 務 が 散 見 さ れ た 。

公 平 性 及 び 透 明 性 を 確 保 す る た め 、 公 募 型 、 指 名 型 を 問

わ ず 、 積 極 的 に 公 表 さ れ た い 。



第 ２ 措 置 の 内 容

１ 指 名 型 の 採 用 に つ い て

（ １ ） 市 町 村 振 興 課

本 委 託 業 務 は 、 県 民 に 選 挙 の 周 知 を す る と と も に 、 投 票

参 加 の 呼 び か け を 行 う こ と で 、 投 票 率 の 向 上 に つ な げ て い

く こ と を 目 的 と し て お り 、 そ の 目 的 を 達 成 す る た め に は 、

啓 発 内 容 が 重 要 で あ る と と も に 、 公 職 選 挙 法 を 熟 知 し て い

る な ど 、 選 挙 に 関 す る 専 門 性 を 有 す る こ と が 必 要 で あ る た

め 、 指 名 型 に よ る 募 集 を 行 っ て い ま し た 。

次 回 の 選 挙 か ら は 、 選 挙 啓 発 の 事 業 実 績 が あ る こ と を 応

募 要 件 に 定 め た う え で 、 公 募 型 に よ り 実 施 す る よ う 、 見 直

し を 行 い ま し た 。

（ ２ ） 保 健 政 策 課

本 委 託 業 務 は 、 テ レ ビ Ｃ Ｍ や 業 者 既 存 の Ｓ Ｎ Ｓ 利 用 等 の

広 報 業 務 も 含 ま れ る た め 、 事 業 内 容 か ら 参 加 者 が 限 定 さ れ

る こ と 、 企 画 提 案 書 の 作 成 期 間 が よ り 長 く と れ る と 考 え た

こ と か ら 、 指 名 型 を 採 用 し た も の で す 。

令 和 7 年 度 の 同 業 務 に お い て は 公 募 型 を 採 用 し ま し た 。

（ ３ ） 健 康 対 策 課

本 委 託 業 務 は 、 テ レ ビ 及 び ラ ジ オ Ｃ Ｍ 、 高 知 新 聞 へ の 広

告 掲 載 、 高 知 商 工 会 議 所 広 報 紙 へ の 広 告 掲 載 等 の 広 報 業 務

が 含 ま れ て い る こ と か ら 、 参 加 者 が 業 務 実 績 の あ る 者 に 限

定 さ れ る こ と が 考 え ら れ た た め 、 指 名 型 を 採 用 し た も の で

す 。

令 和 7 年 度 の 同 業 務 に お い て は 公 募 型 を 採 用 し ま し た 。

２ 事 業 者 の 募 集 及 び 周 知 に つ い て

３ 審 査 結 果 の 公 表 に つ い て

会 計 管 理 課

ご 意 見 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 14 日 の 「 プ ロ ポ ー ザ ル

方 式 の 実 施 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 の 改 正 に 含 ま れ る 内 容 と

な っ て い ま す 。

（ 改 正 内 容 抜 粋 ）

・ 企 画 提 案 書 の 提 出 期 限 を 少 な く と も １ か 月 程 度 確 保 す

る こ と に 加 え 、 よ り 競 争 性 を 確 保 す る 観 点 か ら 複 数 参 加

者 確 保 に 向 け た 具 体 的 取 組 （ 説 明 会 の オ ン ラ イ ン で の 開

催 や ア ー カ イ ブ も 一 定 期 間 残 し 多 数 の 者 が 閲 覧 で き る よ

う に す る こ と 、 各 種 期 限 を 長 め に 設 定 す る こ と な ど ） の

例 示

・ 結 果 的 に １ 者 し か 参 加 し な い 場 合 で も 審 査 が 形 骸 化 し

な い よ う 契 約 候 補 者 に な る た め の 最 低 得 点 数 等 の 設 定

・ 参 加 者 へ の 審 査 結 果 通 知 及 び 審 査 結 果 の 積 極 的 な 公 開

（ ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 な ど ） に あ た り 、 総 得 点 の み で

は な く 各 審 査 項 目 の 得 点 を 含 め て 実 施 す る こ と

今 後 は 、 こ れ ら に つ い て 、 「 会 計 管 理 局 だ よ り 」 （ 令 和 ７

年 ７ 月 発 行 予 定 ） や 会 計 事 務 実 務 研 修 に お い て 周 知 徹 底 し て



ま い り ま す 。

さ ら に 、 日 頃 の 歳 出 書 類 審 査 を 通 じ て プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 所

属 へ の 支 援 を 継 続 し て ま い り ま す 。

７ 高 教 政 第 251 号

令 和 ７ 年 ６ 月 18 日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 教 育 長

令 和 ６ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 す る 措 置 に つ い て （ 通

知 ）

令 和 ７ 年 ３ 月 27 日 付 け ６ 高 監 報 第 16 号 で 報 告 の あ り ま し た 、

令 和 ６ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 し て は 、 下 記 の と お り 措 置 を 講 じ ま

し た の で 通 知 し ま す 。

記

１ 監 査 委 員 の 意 見

（ １ ） 審 査 委 員 の 選 定 に つ い て

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 審 査 委 員 は 県 庁 外 の 第 三 者 を 中 心 と し て

構 成 す る と し て い る が 、 高 等 学 校 課 の 「 高 知 県 立 高 等 学 校 基 礎

学 力 把 握 検 査 （ 基 礎 力 診 断 テ ス ト ） 委 託 業 務 」 及 び 「 高 知 県 立

高 等 学 校 基 礎 学 力 把 握 検 査 （ ス タ デ ィ ー サ ポ ー ト ） 委 託 業 務 」

に お い て は 、 全 て の 審 査 委 員 が 県 職 員 で 構 成 さ れ て い た 。

審 査 委 員 の 選 定 理 由 は 「 提 案 に つ い て 校 内 で の 活 用 方 法 を 具

体 的 に イ メ ー ジ し な が ら 評 価 す る こ と が で き る 学 校 関 係 者 を 委

員 と し て 選 定 す る こ と と す る 」 と し て い る が 、 公 正 性 、 透 明 性

及 び 客 観 性 を 高 め る 観 点 か ら 、 県 立 学 校 以 外 の 教 員 な ど 、 県 庁

外 の 第 三 者 を 審 査 委 員 に 選 定 す る こ と に つ い て 検 討 さ れ た い 。

２ 措 置 の 内 容

（ １ ） 審 査 委 員 の 選 定 に つ い て

学 力 定 着 把 握 検 査 は 、 学 力 向 上 や 学 習 意 欲 高 揚 等 の た め に 生

徒 一 人 一 人 の 状 況 に 応 じ て 授 業 等 の 指 導 で 細 か く 活 用 す る も の

で あ る こ と か ら 、 提 案 に つ い て 校 内 で の 活 用 方 法 を 具 体 的 に イ

メ ー ジ し な が ら 評 価 す る こ と が で き る 学 校 関 係 者 を 審 査 委 員 と

し て 選 定 し て き ま し た 。

今 後 は 、 県 職 員 以 外 の 学 校 関 係 者 の 知 見 を 取 り 入 れ る こ と を

検 討 し ま す 。


